
液晶ディスプレイ購入契約仕様書 

 

 

１．納品場所  奈良県五條市岡口１丁目３番１号 

        五條市役所 総務管財課 地域デジタル・公共交通推進室 

 

２．納入期限  令和８年３月２７日（金） 

 

３．調達機器及び数量 

  液晶ディスプレイ  ２１６台 

    

４．情報機器仕様  

  調達する液晶ディスプレイの仕様は、下記を全て満たすものであること。 

   ※同等品も可とするが、事前にカタログ等を本市に提出し、承認を得ること。 

参考品番 アイ・オー・データ機器 LCD-A241DB 

同等品 可能（ただし、参考機種と同等以上の機能を有すること） 

※TVチューナーの機能を搭載しない製品に限る 

サイズ及びパネル 23.8型 ADSパネル 

視野角度 上下左右 178° 

最大表示解像度 1920×1080（フル HD） 

最大表示色 約 1,677万色 

スピーカー 1W×1W以上 

消費電力 待機時 0.3W以下 

映像入力端子 HDMI×1、アナログ RGB×1 

規格認証 国際エネルギースタープログラム、グリーン購入法、PCグリーン

ラベル(Ver.14 ★★★)、RoHS 指令準拠(10 物質)、電気用品安

全法(本体) 

付属品 電源コード(PSE適合品)、HDMIケーブル、スタンド、台座 

取扱説明書 

保証期間 5年間(※パネル、バックライトを含む。ただし使用時間は 30,000

時間以内に限る。) 

サポート窓口 平日の電話サポートに対応した窓口あり 

備考 ・国内メーカー 

・購入後 1か月以内を期間とし、メーカーとして無輝点保証を実

施していること 

 



 

６．その他 

 （１）納入物はすべて仕様書に準じた内容でかつ新品であること。なお、納入機種 

は、同一製造会社の同一型番とすること。 

 （２）納入について、必ず発注者と事前に日時・搬入場所等の打ち合わせを行うこ 

と。 

 （３）初期不良品については、迅速に交換対応を行い使用可能な状態にすること。 

その際には、指定された設定や調整等を実施した上で、当初の設置場所に配 

置し、速やかに障害原因及び処置について発注者に報告すること。 

 （４）保証期間中において、機器が正常に機能するよう、保守業者（納入業者 

が保守を行う場合は、当該納入業者。以下同じ）の負担において、機器の調 

整、修理又は、部品の交換等所要の保守を行うこと。  

（５）契約後に機器の納入が困難となった場合、発注者に対して書面で協議した上 

    で、同メーカーの後継機種または上位機種、若しくは同等性能を有する機種 

での納入を可能とする。ただし、仕様及び契約金額の変更はないものとす 

る。 

（６）調達するディスプレイは以下のパソコンで稼働した実績があること。 

   ・NEC VersaPro 

   ・FUJITSU LIFEBOOK A5513 

（７）納品のみで、設置・設定、接続作業を含まないものとする。 

   ただし、庁内配布後の段ボールの回収は落札事業者で実施すること。 

 


